
①所在地

②事業目的

③事業内容

①事業を取り巻
　く社会経済情
　勢等の変化

１　再評価理由

・本市の近年の財政状況が厳しいなか、平成１８年度からの港湾局長マニフェストによる事業の
選択と集中において他事業に優先して財源を投入し、平成２３，２４年度の港湾局運営方針では
重点的に取り組む主な経営課題を優先して実施しており、さらに、同じ緑地事業の中でも選択と
集中を検討し、防災緑地を優先して整備を実施している。
・今後緑地整備を実施していくなかで、土地利用や事業の見直しを視野にいれた検討が必要と
なっている。

[効果項目]

・国庫補助事業を除く事業で事業開始年度から起算して５年目の年度において継続中のもの
（国庫補助事業であったが２２年度より交付金化）

・昭和４８年の港湾法の一部改正を契機に、市民に親しまれる港づくりを目指し、港湾の環境や
景観を整備し、保全する目的で国の補助事業を活用して臨海地域の緑地造成を実施している。
・南ふ頭緑地は、需要が低下した旧大阪南港海水遊泳場を、立地特性を活かしつつ、市民が憩
い、環境学習の場等に活用できる海辺の緑地へと機能更新を図るべく、市民・環境ＮＰＯ・学識
経験者・行政等を含めた検討会をワークショップ方式により基本計画を作成し、海辺の体験型環
境学習の場として、水辺の整備など自然環境の創造を図る目的で基盤整備を実施している。
・環境学習施設として市内に立地する他の環境学習施設と連携するとともに、環境学習を通じて
自然環境保全の重要性等に係る情報発信の場としての緑地施設として整備を進めている。

事業再評価調書

事 　業　 名 ・南港南ふ頭緑地整備事業

担　   　当 ・港湾局　計画整備部　緑地管理担当　（連絡先ＴＥＬ:６６１５－７７９９）

２
　
事
業
概
要

・住之江区南港南６丁目

総 面 積：約２３，０００㎡
整備内容：干潟，植栽（環境学習の一環）

調書６

②定量的効果の
　具体的な内容

③費用便益分析

④定性的効果の
　具体的な内容

⑤事業の必要性
　の評価

評価
A～C

[算出方法]
 「改訂版第２版　大規模公園費用対効果分析手法マニュアル」（国土交通省）
[分析結果]
　費用便益比　B／C＝７．０５　（総便益B：２６８億円、総費用C：３８億円）
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点

・昭和４８年の港湾法の一部改正を契機に、市民に親しまれる港づくりを目指し、港湾
の環境や景観を整備し、保全する目的で国の補助事業を活用して臨海地域の緑地造成を
実施しているため、必要な事業である。
・環境学習施設として市内に立地する他の環境学習施設と連携するとともに、環境学習
を通じて自然環境保全の重要性等に係る情報発信の場としての緑地施設として整備を実
施しているため、必要な事業である。

[効果項目]
・直接利用価値（直接的に緑地を利用することによって生じる価値）
　レクリエーションの場の提供、心理的な潤いの提供、教育の場の提供
・間接利用価値（間接的に公園を利用することによって生じる価値）
　季節感を享受できる景観の提供、動植物の生息・生育環境の保存
[受益者]
・市民
・緑地利用者

[効果項目]
・将来世代に残すことによって生じる価値
　環境学習の場を整備することにより、将来の世代に環境保全等の認識を深めてもらう。
[受益者]
・市民
・緑地利用者



①経過及び
　完了予定

②事業規模

　うち完了分

　進捗率

③総事業費

　うち既投資額

　進捗率

④事業内容の
　変更状況と
　その要因

⑤未着工
　あるいは
　事業が長期化
　している理由

⑥コスト縮減や
　代替案立案の
　可能性
（事業を進捗させる

平成２０年度　事業開始年度
平成２０年度　着工　　年度
　　未定　　　完了予定年度

再評価時点
（平成２４年度）

平成２０年度　事業開始年度
平成２０年度　着工　　年度
平成２４年度　完了予定年度

緑地整備：２３，０００㎡

－ 緑地整備：　　　　　０㎡

－

－ 約１９％

・なし

・本市の近年の財政状況が厳しいなか、平成１８年度からの港湾局長マニフェストによる事業の
選択と集中において他事業に優先して財源を投入し、また、平成２３，２４年度の港湾局運営方
針での重点的に取り組む主な経営課題を実施していくなかで、平成２３年度から事業を休止して
いる。

[コスト縮減の可能性]
・「大阪市公共事業コスト縮減に関する新行動計画（平成１３年１２月策定）」及び「大阪市公
共工事コスト縮減にかかる実施方針（平成１６年３月策定）」に基づき、以下のような工事コス
トの低減に取り組むことにより、更なる事業費の節減に努める。
・再生資源や資源循環に資する資材等の活用

４
　
事
業
の
実
現
見
通
し
の
視
点

事業開始時点
（平成２０年度）

０％

約１．６億円

緑地整備：２３，０００㎡

約１．６億円

－ 約０．３億円

（事業を進捗させる
　ための対応策）

⑦事業の実現
　見通しの評価

評価
Ｄ

評価
Ｄ

評価
Ｄ

６　特記事項

・再生資源や資源循環に資する資材等の活用
・工事の時間的コストの低減
[代替案立案の可能性]
・なし

７　対応方針
　（原案）

「事業休止（評価Ｄ）」
・港湾法の市民に親しまれる港づくりの目的に変更はなく、また、自然環境保全の重要
性等に係る情報発信の場の整備である本事業の必要性は変わっていない。
・しかし、本市の近年の財政状況が厳しいなか、同じ緑地事業でも選択と集中を行い、
防災緑地を優先して整備しており、環境のための緑地整備が喫緊の課題ではなくなって
いること、また当該地区の土地利用や事業の見直しを視野にいれた検討の必要性が高
まっていることから当面の間「事業休止（Ｄ）」とする。

５　事業の優先度
　　の視点の評価

[重点化の考え方]
・重点化の位置付けはない。
[事業が遅れることによる影響]
・港湾の環境や景観を整備、保全する緑地機能や環境学習を通じて自然環境保全の重要
性等に係る情報発信の場を市民へ提供することができない。

・港湾局運営方針での重点的に取り組む主な経営課題を実施していくなかで、本事業は
当面の間休止し、土地利用や事業の見直しを視野にいれた検討を行う。


